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（
衛
生
管
理
等
）

第
二
十
三
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
利
用
者
の
使
用
す
る
食
器
そ
の
他
の
設
備
又
は
飲
用
に
供
す
る
水

に
つ
い
て
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
治
療
に
必
要
な
機
械
器

具
等
の
管
理
を
適
正
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん

延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
利
用
者
に
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
金
銭
の
支
払
の
範
囲
等
）

第
二
十
四
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
利
用
者
に
対
し
て
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当

該
金
銭
の
使
途
が
直
接
当
該
利
用
者
の
便
益
を
向
上
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
者
に
支
払
を
求
め
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
金
銭
の
支
払
を
求
め
る
際
に
は
、
当
該
金
銭
の
使
途
及
び
額
並
び
に
当
該
利
用
者
に
金
銭

の
支
払
を
求
め
る
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
当
該
利
用
者
の
同
意
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
六
章
を
第
二
章
と
す
る
。

第
七
章
中
第
七
十
四
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
七
十
五
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
七
十
六
条
を
第
二
十
七
条

と
す
る
。

第
七
十
七
条
中
「
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
四
十
七
条
及
び
第
七
十
二
条
」
を
「
第
二
十
条
か
ら
第
二
十

二
条
ま
で
及
び
第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
第
七
章
中
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
七
章
を
第
三
章
と
す
る
。

第
八
章
中
第
七
十
八
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
七
十
九
条
か
ら
第
八
十
一
条
ま
で
を
四
十
九
条
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。第

八
十
二
条
中
「
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
、
第
四
十
七
条
及
び
第
七
十
二
条
」
を
「
第
二
十

条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
」
に
改
め
、
第
八
章
中
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
八
章
を
第
四
章
と
す
る
。

第
九
章
中
第
八
十
三
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
第
八
十
四
条
か
ら
第
八
十
六
条
ま
で
を
四
十
九
条
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。第

八
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
貸
出
閲
覧
員
」
の
下
に
「
又
は
情
報
支
援
員
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
校

正
員
」
の
下
に
「
又
は
音
声
訳
指
導
員
」
を
加
え
、
第
九
章
中
同
条
を
第
三
十
八
条
と
す
る
。

第
九
章
中
第
八
十
八
条
を
第
三
十
九
条
と
し
、
第
八
十
九
条
を
第
四
十
条
と
し
、
第
九
十
条
を
第
四
十
一
条
と
す

る
。第

九
十
一
条
中
「
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
及
び
第
七
十
二
条
」を「
第

二
十
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
、
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
」
に
改
め
、
第
九
章
中
同
条
を
第
四
十
二

条
と
す
る
。

３

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す

る
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
（
法
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四

条
第
三
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
に
限
る
。）に
従
事
し
て
い
た
者
は
、
新
介
護
保
険

法
施
行
規
則
第
百
十
三
条
の
二
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
事
業
の
従
事
者
と
み
な
す
。

４

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
、
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す

る
外
出
介
護
を
行
う
事
業
に
従
事
し
て
い
た
者
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
十
三
条
の
二
第
三
号
ロ
に
規
定

す
る
事
業
の
従
事
者
と
み
な
す
。

５

施
行
日
前
に
法
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧

身
体
障
害
者
福
祉
法
」
と
い
う
。）第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
（
同
法
第
三
十
二
条
に

規
定
す
る
補
装
具
製
作
施
設
を
除
く
。）、
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
旧
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
」と
い
う
。）

第
五
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
施
設
若
し
く
は
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
知
的
障
害
者
福
祉
法
」
と
い
う
。）第
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
知
的
障
害
者
援
護
施
設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
で
あ
っ
た
も
の
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第

百
十
三
条
の
二
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
施
設
の
従
業
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
み
な
す
。

６

施
行
日
前
に
旧
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
療
護
施
設
、
旧
精
神
保
健
及
び
精
神
障

害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
（
法
第
五
条
第
八
項
に

規
定
す
る
短
期
入
所
に
係
る
事
業
を
行
う
も
の
に
限
る
。）及
び
旧
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
六
に
規
定
す

る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
は
、
新
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
十
三
条
の
二
第
三
号
イ
に
規

定
す
る
施
設
の
従
業
者
と
み
な
す
。

（
身
体
障
害
者
補
助
犬
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

身
体
障
害
者
補
助
犬
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
第
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
条
の
二
第
三
項
」
に
、「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を

「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
第
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
e

第
十
二
条
）

第
二
章

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
第
十
三
条
e

第
二
十
四
条
）

第
三
章

補
装
具
製
作
施
設
（
第
二
十
五
条
e

第
二
十
八
条
）

第
四
章

盲
導
犬
訓
練
施
設
（
第
二
十
九
条
e

第
三
十
三
条
）

第
五
章

視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
（
第
三
十
四
条
e

第
四
十
二
条
）

附
則

第
一
章
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
第
六
十
五
条
」
を
「
第
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
二
章
か
ら
第
五
章
ま
で
を
削
る
。

第
六
十
五
条
第
一
号
中
「
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
」
を
「
身
体
障
害
者
社
会
参
加
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同

条
第
二
号
中
「
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
障
害
者
自
立
支
援
法
附
則
第
八
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
障
害
者
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
行
う
事
業
を
行
う
と
と
も
に
」
を
「
創
作
的
活
動
又
は
生
産
活

動
の
機
会
の
提
供
、
社
会
と
の
交
流
の
促
進
」
に
、「
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
」
を
「
が
自
立
し
た
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
第
六
章
中

同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
六
章
中
第
六
十
六
条
を
第
十
四
条
と
し
、第
六
十
七
条
か
ら
第
七
十
二
条
ま
で
を
五
十
二
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
七
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
施
設
長
の
責
務
）

第
七
十
三
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
施
設
長
は
、
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
管
理
、
業

務
の
実
施
状
況
の
把
握
そ
の
他
の
管
理
を
一
元
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
施
設
長
は
、
職
員
に
こ
の
章
の
規
定
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
指
揮
命
令

を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
六
章
中
第
七
十
三
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
勤
務
体
制
の
確
保
等
）

第
二
十
二
条

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
利
用
者
に
対
し
、
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
職

員
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
当
該
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
職
員
に
よ
っ
て
支
援
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
利
用
者
の
支
援
に
直
接
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
職
員
に
対
し
、
そ
の
資
質
の
向
上
の
た
め
の
研
修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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